
第２次うつのみや生きものつながりプラン 骨子（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 将来像・プランの目標・基本方針・基本施策 

 

 

（１）プラン策定の目的・必要性 
総合的に本市の生物多様性保全の取組を推進

するためには，外来種の移入や気候変動などの

本市を取り巻く自然環境の変化や，ＳＤＧｓを

はじめとした社会潮流をとらえた対応が必要で

あることから，新たに計画を策定する。 
 

（３）プランの期間 
令和８年度～令和１２年度（2030年度） 

の５年間 
 

（４）対象地域 
 宇都宮市全域 

（２）プランの位置づけ 

１ 第２次プランの概要 
 
この地球上には，多種多様な生きものが様々な環境で生息・生育してお

り，地域環境の中で進化の歴史を経た生きものは，同じ種の中でも一つひと

つに遺伝子レベルでの違いがある。この豊かな自然環境の中で，様々な生き

ものが互いにつながりあい，「バランスを取りながら」生きている。 

生きものの個性と自然とのつながりの豊かさ ⇒ 生物多様性 
  

豊かな生物多様性に支えられた生態系は，私たち人間を含む生きものの

「いのち」と「暮らし」を支える恵み（生態系サービス）をもたらしている。 

一方，生物多様性と生態系サービスは世界的に悪化し続けている。 

⇒今後も自然を損なうことなく自然の恵みを継続的に享受していくために

は，これまでの自然環境保全の取組に加え，社会や一人一人の価値観や行動

の変容，社会経済全体の変革が必要との認識が国際的に広まりつつある。 

２ 生物多様性の概要 

● 種の多様性  ：様々な種類の生きものが生息・生育していること 

● 生態系の多様性：森林・草原・河川など，様々な形態の自然があること 

● 遺伝子の多様性：同じ生きものの種類の中に，遺伝子による様々な違

いがあること 

３つのレベルの生物多様性 

● 基盤サービス ： 光合成による酸素の生産や有機物の生産 

● 調整サービス ： 水の浄化や土砂災害の防止 

● 供給サービス ： 食べ物や水，木材，薬などの提供 

● 文化的サービス： 自然と共生する多様な文化，芸術の形成 

生態系サービス 

 
 

3-4 生物多様性の保全に係る各主体の意識の現状 

（方向性１）生物多様性を活かし， 
       将来へつなぐ視点の明確化 

（方向性２）外来種移入や開発等による環境変化 

への対応強化 
（方向性３）多様な主体の連携による保全活動の

活性化や保全地域の拡大 
（方向性４）生物多様性に係る更なる理解促進 （方向性５）各主体の行動変容の拡大に向けた

取組の強化 

４ 課題への対応の方向性 

【将来像】人と生きものが 育みあうまち うつのみや 

基本方針Ⅰ 生物多様性（人と生きもののつながり）の大切さを知る 

基本施策Ⅰ―１ 

自然に親しむきっかけづくり 

基本施策Ⅰ―２ 

学ぶ場の創出 

基本方針Ⅱ 生物多様性（人と生きもののつながり）を守る 

 

基本施策Ⅱ―１ 

生きものとその生息・生育環境の保全 

基本施策Ⅱ―２ 

生きものとその生息・生育環境の変化への対応 

基本方針Ⅲ 生物多様性（人と生きもののつながり）を活かす・つなぐ 

 

基本施策Ⅲ―１ 

生物多様性を活かしたまちづくり 
基本施策Ⅲ―２ 

生物多様性を未来につなげる取組の促進 

 

（１）国内外の動向 
【昆明・モントリオール生物多様性枠組（令和４年１２月採択）】 

生物多様性に関する世界目標 

2050年ビジョン：自然と共生する世界の実現 

2030年ミッション：ネイチャーポジティブ（自然再興） 

【生物多様性国家戦略2023－2030（令和５年３月策定）】 

ネイチャーポジティブ(自然再興)に向けた戦略のポイント 

・社会の根本的変革の推進 

・30by30（サーティ・バイ・サーティ）※目標の達成等の取組に

よる健全な生態系の確保や維持回復 
※2030 年までに地球の陸・海の 30％以上を保全する世界目標 

・自然資本を守り活かす社会経済活動の推進 

（２）県の動向 

【生物多様性とちぎ戦略】 

平成 22年策定 

→令和 3年栃木県環境基本計画へ統合 

（３）市の動向 

【宇都宮市環境基本計画】 

平成 28年第 3次計画策定 

【うつのみや生きものつながりプラン】 

平成 28年策定→令和 3年中間見直し 

⇒生物多様性からの恩恵を将来にわたって享受し続けるた

め，国家戦略等を踏まえ，第２次プランに生物多様性を活か

し，将来へつなぐ視点を明確に位置付けた上で，ネイチャー

ポジティブに資する生物多様性保全の取組を推進することが

必要 

3-1 生物多様性を取り巻く動向 
 
・年平均気温が上昇，真夏日・熱帯夜が増加 

・日降水量の最大が増加 ・人口減少・少子高齢化が進行 

・田・畑・池沼・山林等の面積は，一部減少はあるものの

一定確保 

・人口減少・少子超高齢化が進行 

3-2 市域の概況（自然条件・社会条件） 

３ 生物多様性の現状と課題 

 

令和 5･6年度 第４回宇都宮市自然環境基礎調査 

本市の生きものの生息・生育状況や自然環境の現況・

経年変化を把握するため実施 

20地点の調査地で確認された生きもの 

142目 631科 4073種 
（重要種：59 目 128科 212 種 / 外来種：30 目 49 科 60 種） 

 

 確認した生きものの種数・重要種・外来種の増減はあるが生

息・生育環境は概ね維持。 
 

【開発など人間活動による危機】 

太陽光発電施設設置などの開発等による生息・生育場所の

消失などの懸念 

【自然に対する働きかけの縮小による危機】 

人口減少や高齢化，土地利用の変化により，里地里山の維

持が難しくなる懸念 

【人間により持ち込まれたものによる危機】 

侵略的外来種の分布拡大による重要種の生息環境の悪化・

減少の懸念 

【地球環境の変化による危機】 

長期的には，温暖化の進行による動植物の種構成や分布

の変化の懸念 

3-3 本市の生物多様性（生きもの・環境）の現状 

別紙 

  
3-5 後期プランの評価 

【市民】 

・「ネイチャーポジティブ（自然再興）」や「生物

多様性の損失の危機」への理解促進や意識醸成

が必要 

・現状の取組の継続及び必要に応じた強化が必要 

・個々に応じた周知啓発・行動変容の促進が必要 

【事業者】 

・ネイチャーポジティブ経済に向けた行動変容を

促進するため，事業活動と生物多様性に関する

正しい理解の促進や意識醸成が必要 

・取組促進のため，参考事例やガイドライン等の

情報提供を効果的に行うことが必要 

【自然環境保全団体】 

・多様な年齢層の参加促進や資金の

支援などが必要 

・自然共生サイト等の制度のメリッ

トの周知や事務負担の軽減に向け

た支援が必要 

【基本施策１】自然に親しむきっかけづくり 

生物多様性に関する周知啓発，自然観察会等の実施 等 

取組指標：市民の自然に対する関心度 

R2 －%⇒R6 84.5%（目標値 R7 100%） 

より意識醸成を図るため，身近な自然に関する情報発信や自

然に親しむ機会の提供の充実などが必要 

【基本施策２】学ぶ場の創出 

出前講座の実施，環境学習センターと連携した環境学習機会の提供 等 

取組指標：環境学習センター開催の講座における受講者の満足度 

R1 82.0%⇒R6 82.8%（目標値 R7 100%） 

より意識醸成を図るため，学生以外の一般市民や事業者に向

けた効果的な手法の検討が必要 

【基本施策３】活動へつなげる支援 

うつのみや生きものつながり活性化事業の推進 等 

取組指標：活性化事業により実施された活動への参加者数（年間） 

R2 0人⇒R6 146人（目標値 R7 90人） 

生物多様性を将来につないでいくため，「うつのみや生きも

のつながり活性化事業」については，保全活動の参加者・活動

数を増やすための仕組みの見直しが必要 

【基本施策４】生きものとその生息・生育環境の保全 

自然環境基礎調査の実施・活用，森林環境譲与税の活用等による森

林整備の推進 等 

取組指標①：活性化事業により実施された活動数 

R2 0回⇒R6 9回（目標値 R2 15回） 

取組指標②：多面的機能を有した民有林の整備事業量 

R1 3716.4ha⇒R6 4293.7ha（目標値 R7 4737.5ha） 

本市の特徴的な生きもの・自然環境を保全するため，分野横断的

に取組を推進することが必要 

【基本方針５】生きものとその生息・生育環境の変化への対応 

外来種に関する周知啓発，外来種防除活動の実施・支援 等 

取組指標：外来種についての認知度 

R2 64.8%⇒R6 87.1%（目標値 R7 90%） 

外来種の移入や気候変動等の環境変化に対応するため，引き続

き，モニタリング調査や変化を踏まえた防除・適応策の推進が必要 

成果指標の評価 

生物多様性の認知度 R2 33.6%⇒R6 37.6%（目標値 R7 75.0%） 

認知度向上に向けた更なる意識醸成・理解促進が必要 

【プランの目標】 

別紙３ 

今年度， 
次期計画策定 

 
生物多様性の大切さについての理解が進んでいます 

 
多様な生きものとその生息・生育環境が保全されています 

 
豊かな自然を活かし・つないでいくための，多様な主体の連携や行動変容が進んでいます 

ネイチャーポジティブに資する生物多様性保全の推進 （市民・市民団体・事業者・行政） 
ＮＣＣとの調和 

２０３０年に向けた国の目標 

「ネイチャーポジティブ（自然再興）の実現」への貢献 


